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 本町では、少子化が進む中でもより良い教育条件や教育環境を提供するため、

小中一貫教育を推進しています。 

つきましては、湧別地区における小中一貫教育の今後の推進施策と湧別小学校

と湧別中学校の義務教育学校化について地域説明会を次の日程で開催します。 

皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。 
 

【日時】１０月１日（木）午後７時～ 

【会場】文化センターさざ波 多目的ホール（栄町） 
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できる限り 

マスクを着用して 

参加しよう！ 

 

行事や催し物に 

参加するときは、 

体調管理を万全に！ 
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９月下旬に、町内の喜寿（満７６歳）・米寿（満８７歳）・白寿（満９８歳）の

方を対象に敬老祝金として「敬老祝金商品券」を、敬老会の対象者に長寿のお祝

いとして「高齢者生活応援商品券」を、「湧別町内のお店（一部のお店除く）」で

利用できる商品券としてそれぞれお贈りする予定となっています。 

 つきましては次の内容にて実施しますので、商品券の取り扱いについてご協力

をお願いいたします。 
 

【商品券発行月日】９月２３日（水） 

【商品券有効期限】令和３年２月２８日（日） 

【換 金 方 法】湧別町商工会に持参し、小切手に換金 

       ※換金場所 … 遠軽信用金庫 湧別支店、中湧別支店 

【換 金 期 限】令和３年３月１５日（月） 

【問い合わせ先】湧別町商工会 ℡２－２２７８ 

       ○湧 福祉課 ℡５－３７６１ 

【商品券の見本】 
 

◆敬老祝金商品券 喜寿、米寿、白寿の方へ贈呈 

 

 

 
 

見  本 
 

 

 

※商品券の色は「青」となります。 

 

◆高齢者生活応援商品券 敬老会対象の方へ贈呈 

 

 
 

 

見  本 

 

 

※商品券の色は「赤」となります。 

町内全てのお店の方へ 

○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 
 

№000000 
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令和２年第３回湧別町議会定例会が次のとおり開会される予定です。議会の様

子は傍聴が可能なほか、次の場所で生放送にて視聴できます。 

※傍聴する場合は、新型コロナウイルス感染症対策のためマスクの着用をお願いします。 
  

【日  時】９月１６日（水） 午前１０時開会（予定） 

【場  所】議場（役場上湧別庁舎３階） 

【放送場所】湧別庁舎１階、上湧別コミュニティセンター１階、文化センターＴＯＭ 

 

 

 

 

 

町で歯科健診・フッ素塗布を行います。希望される場合は、○湧健康こども課ま

でお申し込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止する場合があります。 
 

【日程・会場】 

月 日 受付時間 会 場 申込締切日 

10 月 9 日（金） 午後０時３０分～１時 0０分 
保健福祉センター 

（栄町） 
１０月 2 日（金） 

【対 象 者】１歳～就学前のお子さん 
 

【流 れ】①受付 

②染め出し（希望者のみ） 

※染め出しとは、歯垢（プラーク）を赤く染め、歯の色を区別し 

 やすくするものです。磨き残しがある場所を確かめることがで 

きるため、歯磨きの癖を知ることができます。 

③ブラッシングチェック 

④歯科健診 

⑤フッ素塗布（綿球法または歯ブラシ法を選べます。） 
 

【料 金】無料 

【持 ち 物】●母子手帳 

●歯ブラシ 

●問診票（申し込み後に郵送します） 

●エプロン（染め出しを希望する方のみ） 

【そ の 他】事前に歯磨きをしてきてください。 

【申 込 先】○湧 健康こども課 ℡５－３７６５ 

町議会定例会のお知らせ 

○上 議会事務局 ２－２１３０ 

 

歯科健診・フッ素塗布を行います 

○湧 健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 
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秋の一斉清掃を１０月４日（日）に実施します。午前８時に全町一斉にサイレ

ンが鳴りますので、これを合図に出役し、自宅周辺道路等に散乱しているゴミを

集め、きれいな町にしましょう。 

 皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。 
 

【注意事項】 

●ゴミは中身が見える透明もしくは半透明のゴミ袋に入れてください。 

●肥料袋などを使用する場合は、自治会に配布済みの「清掃シール」を貼り付 

け、口を開けたままにしておいてください。 

●土砂はできるだけ道路わきの土のある場所へ戻してください。 

●資源ゴミとして排出できるゴミは、極力分別して資源ゴミの日に排出してください。 

●集めたゴミは、上湧別地区はゴミステーションの足元に、湧別地区は資源ゴ 

ミの回収拠点に置いてください。（一斉清掃で集めたゴミのみ回収します） 

●事業所においても、清掃日までに清掃のご協力をお願いいたします。 

●雨等で中止になる場合があります。その場合はサイレンが鳴りません。 

●１０月４日（日）が中止の場合は、延期とせずに中止とします。 

 

 

 

 

 

町では、町内にある「空き家」「空き地」の物件情報を提供する「住まいの情報

バンク」を実施しています。 

この制度は、町ホームページや移住者向けの雑誌などで空き家や空き地の情報

を公開し、売却または賃貸を希望する物件の所有者と、購入または賃借を希望す

る方を繋げるものです。昨年度は４件、今年度は８月末現在で３件の契約が成立

しています。 

現在、町ホームページにて、建物６件、土地７件の情報を公開しています。制

度の利用は無料ですので、ぜひご活用ください。なお、利用を希望する際は、所

定の申請様式が必要となりますので、担当にご相談ください。 
 

【問い合わせ先】○上 企画財政課 ℡２－５８６２ 

 
 

 

 

 

 

  

１０月４日は秋の一斉清掃日です 

○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

住まいの情報バンクに登録する「空き家」「空き地」を募集しています 

○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

 

湧別町公式 インスタグラム yubetsu_town 
「フォロー」「いいね！」お願いします 
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【募集住宅】 
 

団地名 

（場所） 
仕 様 建設年度 面積 間取り 月額家賃 

共益費 

（月額） 
主な設備等 

募集 

戸数 

錦町団地 

（錦町） 
単身向 平成 10 年 49.9 ㎡ 1LDK 

12,800 円 

～  
29,500 円 

なし 

ユニットバス 

電気温水器 

蓄熱暖房機 

1 戸 

上湧別団地 
（上湧別屯田市街地）

単身向 平成 10 年 50.5 ㎡ 1LDK 
13,000 円 

～  
29,800 円 

1,000 円 
ユニットバス 

電気温水器 
１戸 

上湧別団地 
（上湧別屯田市街地）

世帯向 平成 11 年 74.6 ㎡ 3LDK 
19,400 円 

～  
44,600 円 

1,000 円 
ユニットバス 

電気温水器 
１戸 

 

【入居資格】●公営住宅法により定められた所得制限を超えない方（世帯構成等 

により控除が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。） 

●国税・地方税・町に支払うべき使用料等を滞納していない方 

●入居予定者が暴力団員でない方 

●入居に際しては連帯保証人２人が必要です。また、家賃の２カ月 

 分相当額を敷金として納付いただきます。 

【申込方法】○上 建設課、○湧 福祉課に備えている申込書に必要事項を記入のうえ、 

住民票・所得証明書・完納証明書など必要書類を添付してお申し込 

みください。 

※１戸の住宅に２件以上のお申し込みがあった場合は入居者選考委 

員会より意見を聴取して、町長が住宅困窮度を判定して入居順位 

を決定します。 

【そ の 他】今回募集する以外にも、随時募集中の住宅もありますので、詳しく 

      はお問い合わせください。 

【申込期限】１０月１日（木） 

【入居時期】１０月中旬からの予定 

  

町営住宅等の入居者を募集します 

○上 建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 
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秋の全国交通安全運動が９月２１日（祝）から９月３０日（水）までの１０日

間実施されます。 

秋になると日ごとに日没が早まるため、交通量の増える夕方の帰宅時間帯は特

に注意が必要です。車の運転者は早めにライトを点灯、歩行者や自転車の方は夜

光反射材を身につけるなど、お互いに早期発見を心がけ交通事故を未然に防ぎま

しょう。 

 

【運動の重点】①子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保 

②高齢運転者等の安全運転の励行 

③夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止 

 

【そ の 他】●９月３０日は「交通事故死ゼロを目指す日」です。皆さん一人 

ひとりが、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通 

事故に注意して行動し、悲惨な交通死亡事故を無くしましょう。 

●運動期間中の通勤・通学時間に、町内の主要交差点で、町内各 

種団体にご協力いただき、歩行者・自転車利用者への街頭指導 

を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

秋の全国交通安全運動が実施されます 

○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

防災メールに登録してください！ 

『サポートメール＠防災ゆうべつ』 
 

町では大雨・暴風雪や洪水警報をはじめとする気象情報、地震情報などが 

発表された場合に、あらかじめ登録された携帯電話・スマートフォンや自宅 

パソコンにメールで一斉配信するサービスを導入しています。 

登録手続は２４時間いつでも可能で、登録・配信は無料です。 

次のメールアドレスを入力するか、ＱＲコードを読み取り、空メールを 

送信してください。数分で登録用のメールが送信されてきますので、内容 

を確認の上、手順に従って登録してください。 
 

【メールアドレス】          【Ｑ Ｒ コ ー ド】 

touroku@i.town.yubetsu.lg.jp 
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北海道障害者職業能力開発校は、障がいのある方々の社会的自立を目的に職業

訓練を実施する、道内唯一の障がい者の公共職業訓練校です。 

今回、各科の訓練内容、応募・選考方法、入校経費および寮生活などについて、 

広く一般の方をはじめ、入校希望者や保護者等の皆さまにご理解を深めていただ

くため、見学会が開催されます。参加を希望される方は、次のとおり北海道障害

者職業能力開発校までお申し込みください。 
 

【日  時】１０月５日（月） 午後１時３０分～３時３０分 

【見学コース】①全科見学コース ②総合実務科見学コース 

【申込期限】９月２５日（金） 

※手話通訳を希望される方は、９月１８日（金）まで 

【申込方法】下記の問い合わせ先へご確認ください。 

【問い合わせ先】北海道障害者職業能力開発校 訓練第一課（砂川市焼山６０番地） 

      ℡０１２５－５２－２７７４ FAX０１２５－５２－９１７７ 

 

 

 

 

 

国民の労働衛生意識の高揚と事業所における自主的な労働衛生管理活動を通じた

労働者の健康確保を図るため、次のとおり「全国労働衛生週間」が実施されます。 

各事業所においては、メンタルヘルスケアの積極的推進、時間外・休日労働の削

減など、健康確保と快適な職場環境の形成を図るために自主的な労働衛生管理活動

の定着を目指しましょう。 

 

【期  間】１０月１日（木）～７日（水） 

      全国労働衛生週間の実効を上げるため、９月３０日までを準備期間 

とします。 

【スローガン】「みなおして 職場の環境 からだの健康」 
 

 

 
 

 湧別高校は夢を育む高校です   
 

町は「湧別高校」の魅力向上のため、各種補助金の支給（通学費全額補助、部

活動補助、教科書代金全額補助、海外派遣費用補助、各種資格取得費用補助な

ど）やキャリア教育などへの支援を行っています。 
 

【問い合わせ先】教育委員会 教育総務課 ℡５－３１４３ 

１０月１日～７日は「全国労働衛生週間」です 

○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

北海道障害者職業能力開発校の第３回見学会が開催されます 

○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

 
地域の子どもは 

地域で育てる 
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 山菜採りや山登りをされる方々にとっては待ちかねたシーズンがやってきます

が、町内各地でヒグマの出没情報が寄せられています。 

山へ入られる方や農作業に従事される方は十分に注意してください。 
 

【秋のヒグマ注意特別期間】１０月３１日（土）まで 
 

【山菜取りの心構え５カ条】（１）行き先を必ず家族等に知らせておきましょう。 
 

（２）単独での入山はやめましょう。 
 

（３）赤やオレンジ等の目立つ服を着るようにしましょう。 
 

（４）通信手段（携帯電話、無線機等）や笛、鈴、ラ 

ジオ、非常食、懐中電灯、ナタ等を携行しま 

しょう。（熊撃退スプレーがあれば、なお良い） 
 

（５）迷ったら落ち着いて行動しましょう。 
 

【ヒグマと出会わないために】●「車が近くにあるから、大丈夫」ではなく、鈴や 

笛、ラジオ等（人工音）を鳴らし、人の存在を早 

めにヒグマに知らせましょう。 
 

●早朝や夕暮れ時はヒグマが活発に行動するので入 

山は避けましょう。 
 

●ヒグマのフンや足跡、食べ跡、爪跡を見つけたら 

すぐに引き返しましょう。 
 

【ヒグマ出没状況について】ヒグマの出没情報を随時町ホームページ（https://www. 

town.yubetsu.lg.jp/st/20suisan/higumajoho.html） 

に掲載しています。ヒグマの姿や足跡等を発見した 

場合は、○湧 水産林務課（℡５－３７６３）へご連絡 

ください。 

 

山菜採りに伴う事故やヒグマとの遭遇に十分ご注意を！！ 

○湧 水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 
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 エゾシカ狩猟期間中（地域によって異なりますが、多くの地域では１０月１日

（木）～令和３年３月３１日（水））は、多くの狩猟者が道有林へ入林します。狩

猟に伴う事故防止のため、この期間は可猟区域への入林をお控えいただきますよ

うお願いします。 

 なお、一部の林道については、林道周辺が銃猟立入禁止となるため入林可能で

すが、その際は北海道森林管理局のホームページで区域を十分ご確認ください。 

エゾシカによる森林等被害を低減するため、皆さまのご理解とご協力をお願い

します。 
 

【問い合わせ先】北海道水産林務部森林環境局道有林課道有林管理係 

担当：佐藤、河本 

℡０１１－２０４－５５１９ 

 

 

 

 

 

本年４月、旭川市に開校した「北海道立北の森づくり専門学院（略称：北森カ

レッジ）」は、林業・木材産業の幅広い知識と確かな技術を２年間で身に付けられ

る専門学校で、北海道の森林づくりへの意欲にあふれた方を募集しています。 
 

【出 願 資 格】道内の林業・木材産業関係企業等への就職を希望し、高等学校卒

業または同等以上の学力を有し、入学時に４０歳以下の方 

【試験日程等】 

区分 出願期間 試験会場 試験日 試験内容 

推薦入試 
１０月 １日（木） 

～１５日（木） 

旭川、札幌、帯広、 

東京 
１０月２６日（月） 面接 

一般入試 
１０月１２日（月） 

～２９日（木） 

旭川、札幌、帯広、

東京、福岡 
１１月１６日（月） 面接・小論文 

 

【そ の 他】学院説明会を開催していますので、興味がある方は、ぜひお申し 

込みください。※詳細は下記ＱＲコードをご参照ください。 

     
  

 

【問い合わせ先】北海道立北の森づくり専門学院 ℡０１６６－７５－６１６２ 

 

「北海道立北の森づくり専門学院」の出願受付について 

○湧 水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

 

狩猟期間中における道有林への入林自粛のお願い 

○湧 水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

 

北海道ホームページ facebook twitter 
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子育て支援センターでは、妊婦とママの方を対象に「ママの教室」を開催します。第３回

目は「バランスの良い食事と歯の健康について」です。 

妊娠中はママのおなかの中で赤ちゃんも大きくなっていきます。母子ともに健康な体を作

るには栄養バランスが大事です。また、妊娠中は口腔内の環境も変化し、むし歯や歯周病に

かかりやすくなります。食事とともに歯の健康も大切になります。 

栄養は生涯通して大切なものです。乳幼児のお口のお手入れについてもお話ししていただ

けるので妊娠中のママも、育児中のママもぜひご参加ください。 

※新型コロナウイルス感染症予防のため、中止する場合があります。 
 

【日  時】９月３０日（水）午前１０時～１１時３０分 

【場  所】湧別児童センター（栄町） 

【講  師】歯科衛生士  藤 陽子さん、○湧 健康こども課 管理栄養士 太田 美穂 

【対  象】町内に居住する妊婦とその家族、就学前の乳幼児をもつ保護者 

【持 ち 物】母子手帳 

      ※託児希望の方は、お子さんの着替えやオムツ、水分補給用飲料水、 

その他必要と思われるものをご持参ください。 

【定  員】５人 

【申込締切日】９月２３日（水） 

【申 込 先】中湧別子育て支援センター ℡２－２０４９ FAX８－７３５０ 

電子メールでも受け付けています。保護者氏名・住所・連絡先・託児の 

有無・お子さんの氏名と年齢を入力して送信してください。 

子育て支援センター電子メールアドレス suku.suku@town.yubetsu.lg.jp 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として「子育て世帯への臨時特別給付

金」が、児童手当（特例給付を除く）を受給する世帯（子育て世帯）に対し、対

象児童１人あたり１万円支給されます。公務員以外の方は申請不要ですが、公務

員の方は申請が必要ですので、お忘れのないようご注意ください。 
 

【支給対象者】令和２年３月３１日までに生まれた児童を監護する方で、令和２年３ 

月分または４月分の児童手当（特例給付を除く）の受給資格がある方。 

【申請方法】９月３０日（水）までに、勤務先から配布されている「子育て世帯

への臨時特別給付金申請書」と「児童手当受給状況証明書」を、下

記の提出先へ提出してください。 

【提 出 先】令和２年３月３１日（基準日）に住民登録されている市町村へ提出 

してください。本町では、○湧健康こども課、○上 住民税務課、中湧別 

出張所、芭露出張所および郵送にて受け付けています。 

「ママの教室」を開催します 

○湧 健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

 

メールアドレス 

公務員の子育て世帯への臨時特別給付金の申請について（再掲載） 

 ○湧 健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 
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※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 

 

 

 
 

 ８月２６日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況等は次のとおりです。詳

しくは各事業所へお問い合わせください。（現在の空き状況等は変更となっている

場合があります。） 
 

分類 事業所名 住所 電話番号 
定員 

･ 
室数 

空床 
･ 

空室 

待機者 

すぐに 

入居を希望

する方 

すぐに 

入居を希望

しない方 

合計 

特別養護 

老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

４０人 0 8 25 33 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 1 3 4 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 1 1 2 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 17 32 49 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 15 9 24 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 3 15 18 

有料老人 

ホーム 

小規模多機能 

向日葵 
中湧別東町 8-7725 ２２人 ０ 2 0 2 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 
0 0 3 3 

夫婦用 

２室 
1 0 2 2 

高齢者 

賃貸住宅 

在宅支援型住宅 

湖水の杜 
芭露 4-5525 ５人 ０ 3 0 3 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ 9 10 19 

夫婦用 

３室 
0 2 3 5 

 

 
 

待機者がいても空床・室数に空きがある施設については、入所できる場合があ

りますので各施設にお問い合わせください。 
 

 

 

 

 
 

 
 

介護職員が不足しています 
 

湧別福祉会（オホーツク園）、上湧別福祉会（湧愛園）では介護職員を募集していますので、ご興

味のある方は湧別福祉会（℡5-3660）、上湧別福祉会（℡2-3151）にお問い合わせください。 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 

○湧 福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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新型コロナウイルス感染症により経営に支障が生じている事業者等に給付金を

支給していますが、経営への影響がさまざまな業種の事業者に拡大していること

から、経営支援分の対象事業者の範囲を拡大します。 

 

◆経営支援 
 

【給付額】１事業者あたり一律３０万円 
 

【対象者】新型コロナウイルス感染症による直接的な影響を受けた事業者（農

業、林業、漁業を主として営む事業者を除く） 
 

【給付要件】次の条件にすべて当てはまる事業者 

①町内に住所を有し、現に事業を営み、引き続き事業を継続していく 

意思があること 

②令和２年３月～５月のひと月の売上が、前年同月比で３０％以上減 

少していること 

③町税等の滞納がないこと 

④中小企業信用保険法第２条第１項に定める中小企業者であること 
 

【申請期限】１２月１４日（月）※湧別町商工会必着 
 

【必要なもの】●湧別町中小企業緊急支援事業給付金交付申請書 

●同意書 

●振込先口座の通帳の写し 

●令和２年３月から５月、平成３１年３月から令和元年５月の売上 

 額が確認できる書類（確定申告書の写し、帳簿の写しなど） 
 

【申 請 先】湧別町商工会（文化センターＴＯＭ内） 

※湧別町商工会による事前審査を経て、湧別町が給付します。 

※申請書は、○上 商工観光課、湧別町商工会に備えています。また、 

町ホームページ（https://www.town.yubetsu.lg.jp/virus/ 

tyusyosien.html）からもダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

        

湧別町中小企業緊急支援事業給付金の対象事業者を拡大します 

○上 商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

 

～新型コロナウイルス感染症対策のために～ 

「新しい生活様式」を実践しましょう 


